
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

四日市市 

行政改革プラン 2026 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

四日市市 財政経営部 
 

 

 

 

 

             

 

 

 

   

    

    

 



2/22 
 

 

 

 

目 次 
 

 
１ 策定の背景 

（１）これまでの行政改革の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（２）継続的な行政改革の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（３）本市を取り巻く社会環境の変化・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（４）本市の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（５）行政改革プラン2026策定における課題・・・・・・・・・・・・・１２ 

 

 

２ 行政改革プラン2026の内容 

（１）行政改革の目的と位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

（２）計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

（３）プランの全体方針と体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（４）改革の柱、改革の視点及び改革アクション（取り組み）・・・・・１５ 

（５）進捗管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 

３ 改革アクション（取り組み）の内容 

■改革アクション（取り組み）一覧・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/22 
 

+e 

 

 

（１）これまでの行政改革の取り組み 

本市においては、平成 10年度に、新・行財政改革大綱を策定して以来、数次にわ

たる実施計画を定め、民間にできることは民間に委ねるなど、事務事業の見直しを徹

底するとともに、職員数の削減や給与制度の見直し、経費の削減等を中心とした改革

を進めてきました。 

平成 16年度からは、これまでの減量重視の改革だけではなく、行政目的を踏ま

え、より成果が高く適切な手法の選択を意識し、指定管理者制度の導入などの改革を

進めてきました。 

平成 23年度からは、行財政改革プラン 2011（平成 23年度～平成 25年度）、行財政

改革プラン 2014（平成 26年度～平成 28年度）、行財政改革プラン 2017（平成 29年

度～令和２年度）をそれぞれ策定して、行政改革を推進してきました。 

これらの取り組みでは、従来の事務事業の見直しなど、定量的な効率性の追求に加

えて、「質」の面にも配慮し、定性的な効果を上げるよう改革を進めてきました。 

続いて、令和２年度からは、これまでの行財政改革プランを「行政改革プラン 2020

（令和 2年度～令和 4年度）」と「財政プラン 2020（令和 2年度～令和 4年度）」に分

けてそれぞれの目的を明確化するとともに、新たに行政コスト分析の考え方を取り入

れるなど、従来とは異なる視点を加えて、行政改革に取り組んできました。 

さらに、令和５年度からは、人口減少の進展に伴う、生産年齢人口の減少に起因す

る社会経済への労働力不足という、自治体の維持が脅かされるリスクが迫る状況にお

いて、自治体として力を蓄えるため、従来の削減を主体とした改革から、必要な改革

には適切に投資する【将来に備える行政改革】を方針に掲げ、「行政改革プラン

2023」を策定し、行政改革を推し進めてきました。 

 

（２）継続的な行政改革の必要性 

本市においては、先に述べたとおり、人口減少・少子高齢化社会の到来を背景とし

て、国における行政の減量や効率化の方向性を踏まえるとともに、質の面にも配慮し

た行政改革を推進してきました。 

また、近年では、必要な改革には適切に投資する【将来に備える行政改革】にも取

り組んできました。 

１ 策定の背景 
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こうした中、人口減少の更なる進展はもとより、自然災害の激甚化、日常生活に影

響する物価高騰などはとどまることなく、社会経済情勢は極めて不安定な状況です。 

将来の予測が難しい社会へと変貌しつつある中、多様な変化に対応した持続可能な

行政運営を確立し、市民ニーズに沿った質の高い行政サービスを提供していくために

は、その時々の環境や時代の要請を踏まえた最善の手法を常に追求していくことが重

要であり、職員が行政改革の目的や方針を理解したうえで一丸となり、継続して行政

改革に取り組むことが必要です。 

このため、現在の「行政改革プラン 2023」が終了した後も、切れ目なく行政改革を

推進すべく、新たに「行政改革プラン 2026」を策定します。 

なお、プランの策定にあたっては、継続して取り組む必要のある考え方や取り組み

は、現在の計画内容を継承する一方で、次に述べる近年の社会環境の変化や本市の現

状を十分に踏まえるとともに、本市の各種計画や施策との整合を図ります。 

 

（３）本市を取り巻く社会環境の変化 

 ①人口減少・少子高齢化の進展 

住民基本台帳に基づく日本の

総人口は、平成 21年をピークに

減少傾向が続いており、令和 7

年 1月 1日時点で 1億 2,433万

人となっています。 

年齢三区分別の人口を見る

と、老年人口（65歳以上）の増

加が続く一方で、年少人口（0～

14歳）及び生産年齢人口（15～

64歳）は、継続して減少してい

ます。 

令和５年４月、国立社会保障・人口問題研究所により発表された最新の人口推計に

おいても、少子高齢化、生産年齢人口減少は一層進展するとされており、社会保障制

度の負担増加、また労働力の供給不足による経済の停滞といった、社会への深刻な影

響が懸念されています。 

 

図：年齢三区分別の人口推移  出典：総務省資料 
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②自治体 2040年問題 

先に述べたとおり、人口減少・少子高齢化が進行する中、国は平成 30年に『自治

体戦略 2040 構想研究会第二次報告』を公表しました。 

日本は令和 22年(2040年)頃には、団塊ジュニア世代が 65歳以上となる一方、20

歳代前半となる者の数は、団塊ジュニア世代の半分程度にとどまるとされています。 

そのため、多くの地方公共団体において、生産年齢人口の減少による、労働力の深

刻な供給不足は避けられず、現在と比べて職員の減少も想定されることから、各行政

分野において、既存の制度・業務を大胆に見直す必要があるとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③デジタル技術・生成ＡＩ等の急速な進歩 

平成 20年代からのスマートフォンの急速な普及や、近年のネットワークインフ

ラ、デジタル技術の更なる高度化、さらにはＡＩ・ロボット等の技術革新により、モ

ノやサービスのネットワーク化・多様化は急速に進んでいます。 

社会経済のあらゆる面でデジタル技術の利用が拡大している今日、デジタルの活用

による社会課題の解決、また、デジタル分野における課題への対応が、これまで以上

に重要となっています。 

とりわけ、近年、ディープラーニング技術の飛躍的な向上により、爆発的進化を遂

げている生成ＡＩは、人間のように文章や画像などを生成し、多岐にわたるタスクを

自律的に処理することが可能な革新的技術です。 

企業活動などにとどまらず、個人の利用まで浸透しつつある生成ＡＩでは、従来の

ＡＩにおいて適用が困難だった、コンテンツ制作、住民サポートといった業務も含め

て、多様な行政分野において変革をもたらすものと期待されています。 
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④自治体ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 

国のデジタル化については、平成 10年代半ばから、時代の変化に合わせて、法整

備や行政計画の見直しなどが進められてきました。 

近年では、令和 2年の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を契機に、改めて

デジタル化の取り組みが強化されています。 

デジタル社会の実現には、自治体のＤＸを推進する意義は大きいという考えから、

令和２年に「自治体ＤＸ推進計画」が策定されました。 

その後、令和３年にはデジタル改革関連法が成立するとともに、デジタル社会の形

成に関する司令塔として、デジタル庁が設置されました。 

また、令和４年には「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が取りまとめられ、

目指す６つの姿が示されるなど、国においてデジタル化は推進されてきました。 

さらに、令和７年に閣議決定された「地方創生 2.0基本構想」、また同年改定の

「自治体ＤＸ推進計画」において、近年急速な進化をとげているＡＩの活用が、重点

的な事項として掲げられるなど、国のデジタル化にかかる取り組みは、技術の進歩な

どの状況に対応して、その内容をアップデートしながら、強力に推進されています。 

一方、それぞれの自治体においても、国の取り組みと歩調を合わせたデジタル化、

いわゆるＤＸの推進が求められる中、本市ではデジタル社会の早期実現に向けて、令

和４年に「四日市市情報化実行計画」、令和６年には「四日市市窓口業務デジタル化

実施計画」を策定し、各計画の目的に沿った情報化施策を展開しています。 

⑤激甚化・頻発化する自然災害、突発的な感染症流行への対応 

近年では気候変動の影響から、自然災害の激甚化・頻発化が進んでいます。 

本市においても、令和７年９月の大雨により多大な被害を受け、現在復旧と生活再

建に向けて取り組みを進めています。 

災害から人々の命と暮らしを守るため、行政や地域も含めてあらゆる関係者が協働

して取り組む体制の確立と、事前防災及び減災の備えをはじめ、発災後も見据えたあ

らゆる事態を想定した迅速で柔軟な取り組みが重要です。 

また、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な流行は、社会環境に大

きな影響を与えました。 

経済活動、生活様式の変化、行政に求められた対応、役割など多くの教訓が残され

た出来事であり、改めて事象発生後の行政における、柔軟かつ迅速な対応が求められ

ています。 
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⑥国際情勢の変化 

海運や航空インフラなど、輸送技術の発達により、生産工程の地理的な分散が可能

になるとともに、デジタル技術の発展、新興国の安価な人件費、国内市場の縮小など

も要因となり、企業の経済活動はグローバル化の一途をたどっています。 

企業取引のあり方は大きく変化し、製品の生産が完結するまでに、世界中の多様な

ステークホルダー（利害関係者）が関わることは、もはや通常の出来事です。 

経済活動のグローバル化は、競争の激化という側面がある一方で、新規市場の開拓

という可能性もあり、こうした取り組みによって、経済成長は促されてきました。 

一方、グローバル化によって、世界中にステークホルダーが点在するため、近年で

は特定地域における政治的・軍事的な緊張の高まりが、世界経済全体の先行きを不透

明にする地政学的リスクも顕在化しました。 

地政学的リスクの高まりに伴う、地域紛争への懸念、経済制裁の影響などから、サ

プライチェーンの分断による原油価格など商品市況の高騰が発生し、日本においては

物価の上昇、人件費の高騰、円安などの影響を招いています。 

世界の局地的な出来事が、直接日本の市民生活に影響を与えるなど、社会は不確実

で複雑化しており、その対応は今後さらに重要となります。 

 

⑦SDGs（持続可能な開発目標）の推進 

地球規模で人やモノ、資本が移動するグローバル経済の下では、気候変動や自然災

害、感染症といった課題が国境を越えて発生するため、国連において、平成 27年に

「持続可能な開発のための 2030アジェンダ（※）」が採択されています。 

この 2030アジェンダでは、持続可能な開発目標として 17のゴール・169のターゲ

ットを掲げ、誰一人取り残すことなく、持続可能な世界の実現を目指しています。 

日本においても、具体的な取り組みについて「SDGsアクションプラン」が策定さ

れ、取り組みが進められています。 

 

(※)アジェンダ：ラテン語の「実行に移されるべき事柄」という意味に由来し、英語で「予定表、計 

        画表」を意味する。政治、行政の分野では「行動指針、行動計画」を指して使用さ 

れることが多い。 
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（４）本市の現状 

①人口 

本市の人口は、平成 20年の約 315,000人をピークに緩やかな減少傾向にあり、令

和７年 10月１日現在で 305,223人となっています。 

「四日市市総合計画中間見直しに係る人口推計等基礎調査」によると、今後も人口

は減少基調で推移し、令和 27年には約 283,000人と、令和７年に比べ約９割の水準

となる見通しです。 

人口推計を年齢３区分別にみると、年少人口（０～14歳）は令和７年の約 35,000

人から、令和 27年には約 31,000人まで減少する一方、高齢者人口（65歳以上）は令

和７年の約 81,000人から、令和 27年には約 95,000人まで増加する見通しであり、

少子高齢化が一層進行する見込みです。 

さらに、生産年齢人口（15～64歳）については、令和７年の約 189,000人から、令

和 27年には約 157,000人まで減少する見通しであり、生産年齢人口の減少も一層進

行する推計となっています。 

国全体の人口推計と同様、少子高齢化、生産年齢人口減少の進展が見込まれるこ

とから、本市においても、社会保障制度の負担増加、労働力の供給不足などの影響が

懸念されます。 

図表：四日市市における人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計 
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②公共施設 

本市が保有し行政サービスを行っている建築物系施設は、高度経済成長期の人口増

加に合わせて昭和 40年代から 50年代に整備されたものが多く、令和３年度末時点の

総延床面積 106.8万㎡に対して、建築後 30年以上経過している施設が全体の約 72％

を占めるなど老朽化が進行しています。 

大規模改修や更新に要する更新費等について、建築物系施設を現在規模のまま、建

築後 30年で大規模改修、建築後 60年で更新すると仮定して推計すると、令和４年度

から令和 43年度までの今後 40年間で約 4,517億円、１年あたり平均 113億円が必要

という結果になっており、今後の多額の費用の捻出が大きな課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 四日市市の建築物系施設の建築年度別延床面積と人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 建築物系施設の更新費等の推計（事業費） 

※ 平成 29年度から令和３年度までは実績値による。 

※ 更新費等の推計にあたり、建築物系施設のうち、行政財産で、倉庫や渡り廊下等に区分される延床面積 200 ㎡ 

未満の小規模な施設及び老朽化した市営住宅など除却予定の施設を除いたストック 96.2 万㎡にて推計 

推計平均 

113 億円／年 

市立病院 

文化会館 

市庁舎 

市立博物館 

四日市ドーム 

総合体育館 

人口 

市立病院 

北勢地方卸売市場 

クリーンセンター 

総合会館 
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③業務 

社会環境の変化により、国においては絶えず新規制度の創設や法律の改正が実施さ

れており、これに伴い、基礎自治体である市町村の役割も変化し続けています。 

近年では、マイナンバーカード関連業務や、新型コロナ・災害対応など、法律改正

や制度変更への対応、または通常業務を超えた緊急対応が求められる状況もあり、本

市においても多くの所属で業務は増加傾向にあります。 

また、別の例として、行政の各分野における市町村計画の策定業務があります。 

施策を展開するにあたり、法律や制度の中で、市町村に計画策定義務が規定される

ことがありますが、こうした法律等の条項数は、平成 19年以前と比較し、令和２年

には約 1.8倍、このうち努力義務条項については、約 3.9倍へ増加しています。 

こうした現状を踏まえ、令和５年に閣議決定された「計画策定等における地方分権

改革の推進について」では、市町村が策定する計画について、関連計画との一体的統

合、既存計画への追加記載での策定を可能とする旨が示されるなど見直しが進められ

ているものの、市町村に求められる役割は年々増大している状況です。 

行政に求められる業務や役割が増える中、今後見込まれる職員の減少を踏まえたう

えで、業務やそれに伴う行政サービスをどう継続していくのか、そのために行政改革

として必要な考え方や取り組みについて、改めて整理する必要があります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地方分権改革有識者会議 資料 

＜行政計画策定に関する条項数の推移（市町村）＞ 

＜行政計画策定に関する条項数の増減状況＞ 
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④公会計指標 

本市は、現金主義・単式簿記の官庁会計ではみえにくい減価償却費などのコストや

資産・負債といったストック情報の把握を行う発生主義・複式簿記の考え方を取り入

れた、新地方公会計制度を活用して行政改革に取り組んでいます。 

公会計の視点から、本市の公共施設等全体について、耐用年数に対して償却資産の

取得からどの程度経過しているかを示す「有形固定資産減価償却率」をみると、本市

（一般会計等）の令和５年度決算の値は 67.7%で近年ほぼ横ばい状態となっています。 

なお、類似団体（令和５年度末時点の施行時特例市）の平均値は、63.8％であり、

本市の方が高い水準にあります。 

これは、先に述べたとおり、高度経済成長期に建設された多くの公共施設の老朽化

が進行していることに起因しており、今後大量の公共施設の更新が必要な状況にある

ことを示しています。 

従来の官庁会計では、現金収支として把握しやすい施設整備当初のイニシャルコス

トが重視されてきましたが、発生主義・複式簿記においては、減価償却費などのコス

ト情報を把握することが可能となるため、公会計制度を効果的に活用して、資産のラ

イフサイクルコストを十分に踏まえ、公共施設の戦略的なマネジメントに取り組むこ

とが重要です。 

 

図表：有形固定資産減価償却率の推移（公共施設等全体） 
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（５）行政改革プラン 2026策定における課題 

先に述べた社会環境の変化や、本市の現状から、行政改革プラン 2026策定におけ

る課題を次のとおり整理します。 

そのうえで、行政改革の目的と課題解決に向けた方向性や手段を行政改革プラン

2026の中心に位置づけ、行政改革に取り組みます。 

 
■行政改革プラン 2026策定における課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員や業務に関すること】 

◆人口推計から、生産年齢人口の減少が見込まれ、これに伴い本市の職員減少も想定される。 

◆自治体 2040年問題のとおり、職員が減少していく中でも、社会に求められる行政サービス

やインフラの維持に向けて、業務や行政サービスのあり方の検討、それに連動した行政改革

が必要。 

◆進化するデジタル技術、生成ＡＩは積極的に活用するとともに、自治体ＤＸを推進する。 

◆不確実で複雑化した社会の中で、改めて行政として迅速で柔軟な対応が求められている。 

【公共施設に関すること】 

◆高度経済成長期以降に大量に建設された公共施設は、2040年頃から更新時期を迎える。 

◆公会計視点では、公共施設等の老朽化と資産価値の減少が進行している状況であり、将来の 

施設更新に向け、資産のライフサイクルコストを踏まえた、戦略的なマネジメントが必要。 

【行政サービスに関すること】 

◆社会の変化により、市民ニーズは多様化・複雑化しているため、このニーズを的確に捉える

とともに、寄り添った行政サービスが求められる。 

◆市民ニーズに沿った質の高い行政サービスを提供するために、日々発展する技術を効果的に

活用するとともに、多様な主体と連携・協働することも視野に、行政サービスの仕組みやあ

り方を検討していく必要がある。 

【全般的な考え方】 

◆行政課題の解決方法を検討する際には、「持続可能」の考え方を意識して、仕組みやサービ

スを展開することが重要である。 

◆人口減少・少子高齢化の進展が想定され、自治体の維持が脅かされる状況が迫っている状況

において、適切で持続可能な行政サービスの提供を目指し、自治体として力を蓄えるため、

経費の削減などに重点を置いた行政改革から、必要な改革には適切に投資を行う「将来に備

える行政改革」へのシフトが不可欠である。 
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（１）行政改革の目的と位置づけ 

本市では、社会経済環境の大きな変化の流れの中にあっても、将来にわたって活力

を維持し、誰もが安心して暮らせる未来を築くために、令和２年度からの 10年間を

計画期間とする、新たな総合計画を策定しました。 

総合計画においては、基本構想の推進にあたっての５つの基本的な考え方を掲げて

おり、その１つとして、行財政運営を位置付けています。 

このうち、行政改革については、行政資源が限られていくなかでも、多様化・複雑

化していく市民ニーズに対応するとともに、将来にわたり持続可能な行政サービスを

提供できる行政運営を図ることとしています。 

これらを踏まえ、行政改革は、総合計画の中の分野の一つとして、その目的を「市

民ニーズに沿った将来にわたって持続可能な行政サービスの提供」と位置づけ、行政

改革を具体的に推進するために、行政改革プラン 2026を策定します。 

 
【図 行政改革プランの位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

行政改革にスピード感を持って取り組むこと、また改革を推進する取り組みについ

て、機動的に見直しを図ることから、改革プランの計画期間は令和８年度から令和 11

年度までの４年間とします。 

 

２ 行政改革プラン 2026の内容 
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（３）プランの全体方針と体系 

改革プランの目的を着実に達成するため、目的の下に、プラン全体の方向性を示す

「全体方針」を定めるとともに、目的を達成する手段として「改革の柱」、さらにそ

の下に「改革の視点」、そして視点ごとに改革の取り組みを「改革アクション（取り

組み）」として位置づけ、体系的に行政改革を推進します。 

「全体方針」については、先に記載した自治体 2040年問題のとおり、近い将来

に、自治体の維持が脅かされるリスクが差し迫る状況において、今からリスクに備

え、自治体として力を蓄えるため、従来の削減を主体とした改革ではなく、必要な改

革には適切に投資する【将来に備える行政改革】とします。 

次に、「改革の柱」については、環境の変化が目まぐるしい社会の中、持続可能な

行政サービスを提供するためには、行政を構成するヒト、モノ、（行政）サービスに

ついて、適正な規模、体制及び手法などへ改変することが必要不可欠であり、「ヒト

の適正化」・「モノの適正化」・「サービスの適正化」を柱として位置付けます。 

さらに、改革の柱ごとに、改革の方向性として、「改革の視点」を位置づけ、具体

的な取り組みとして、個々の改革アクション（取り組み）を実施します。 

なお、「改革の柱」の内容、方向性には、社会環境の変化などを十分に考慮し、

個々の改革アクション（取り組み）においても反映させることとします。 

【図 行政改革プラン 2026の体系】 

<目的>     <全体方針>      <改革の柱>         <改革の視点>      <改革ｱｸｼｮﾝ(取り組み)> 
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デジタル技術等の活用による業務効率化 

職員の資質向上 

公共施設の適正化 

行政データの管理・活用 

資産の維持管理費の縮減 

資産の有効活用 

質の高い行政サービスの提供 

多様な連携・協働による行政サービス体制の構築 
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（４）改革の柱、改革の視点及び改革アクション（取り組み） 

改革プランにおける、改革の柱、改革の視点及び改革アクション（取り組み）は、

以下のとおり整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少の進展は、行政サービスの担い手の減少を招き、市民のくらしに影響を

及ぼす懸念があります。このため、市民ニーズに沿った持続可能な行政サービスの

提供に向け、デジタル技術をはじめとする最先端技術を活用した業務効率化、業務

プロセスなどの改善のほか、職員が最大限能力を発揮できるような働き方や環境を

つくるための改革を推進します。 

また、自然災害、経済情勢など予測の難しい事態に対しても、適切に現状を把握

し、課題解決に向けて柔軟に対応できるよう、職員一人一人の資質を向上させる取

り組みを展開します。 

ヒトの適正化 

＜改革の視点＞      

①事務事業の改善 

【改革アクション（取り組み）】 

・組織的な業務改善スキームの構築 

・狭あい道路後退用地整備業務の効率化 

・行政事務におけるペーパーレス化の推進 

②働く環境の整備 

 【改革アクション（取り組み）】 

  ・働きやすい環境の整備 

  ・クロスメンター制度の導入 

③デジタル技術等の活用による業務効率化 

 【改革アクション（取り組み）】 

  ・ＡＩ等の更なる利用促進 

  ・情報システムの標準化 

  ・防災備蓄品管理のＤＸ化 

  ・遊休農地対策業務の効率化 

  ・都市計画情報提供窓口業務の効率化 

④職員の資質向上 

 【改革アクション（取り組み）】 

  ・管理監督職（係長級職以上）のマネジメント力向上支援 

  ・職員による職員研修 

  ・人材育成、技術継承に向けたナレッジマネジメントの実施 
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本市では、高度経済成長期以降に大量に建設された公共施設が、今後、老朽化に

より、一斉に更新の時期を迎えるため、計画的・戦略的な維持管理・更新、及び施

設の統廃合や集約化を視野に入れた最適配置を推進するほか、受益者負担のあり方

の検討や、保有する資産の有効活用に取り組むことで、財政負担の軽減・平準化を

図り、持続可能な資産の適正管理に努めていきます。 

また、行政が保有する情報は年々増加する中、管理スペースの確保と整理にかか

る時間やコストが大きい一方で、蓄積した情報について、効果的に活用できていな

い状況です。 

このため、情報の電子化や体系化した統一的な管理により、管理や分析を容易に

するとともに、それらのデータを政策の立案に活用できるよう、保有する情報に価

値を創出する取り組みを推進します。 

 

モノの適正化 

＜改革の視点＞      

①公共施設の適正化 

【改革アクション（取り組み）】 

・公共施設個別施設計画の改定 

・宮妻峡エリアの再整備 

・障害福祉施設の適正化 

・四日市市地場産業振興センターの適正化 

・楠地区市民センター管内施設の適正化 

・行政コスト分析を活用した受益者負担の検討 

②行政データの管理・活用 

 【改革アクション（取り組み）】 

  ・公園情報のデジタル化 

・河川工事履歴のデジタル化 

・３Ｄ都市モデルを活用したデジタルインフラ台帳の構築 

・観光振興マーケティングの推進 

・境界査定システムの適切な改善 

・EBPM（根拠に基づく政策立案）のための庁内データベース等の整備 

③資産の維持管理費の縮減 

 【改革アクション（取り組み）】 

  ・効率的なマネジメントによる車両借上経費等の縮減 

④資産の有効活用 

 【改革アクション（取り組み）】 

  ・既存資産の有効活用と不要資産の売却等の推進 
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社会環境の変化などにより、市民ニーズが多様化・複雑化する中でも、的確に市

民ニーズを捉え、これに沿った行政サービスを提供することは、行政の重要な役割

です。 

デジタル技術を活用した行政手続のオンライン化、窓口のキャッシュレス化の推

進を図るとともに、技術の進展や社会環境の変化を踏まえながら、時代や市民ニー

ズに合った窓口業務のあり方について検討を進めるなど、質の高い行政サービスの

提供に取り組みます。 

また、民間活力の導入や多様な主体との協働などにより、行政以外で蓄積された

ノウハウや情報を活用して、市民ニーズに沿った高い質を確保するとともに、かつ

将来にわたり持続可能な仕組みを持った行政サービス体制の構築に取り組み、サー

ビスの利便性、市民満足度の向上を図ります。 

 

サービスの適正化 

＜改革の視点＞      

①質の高い行政サービスの提供 

【改革アクション（取り組み）】 

・窓口業務のあり方の検討 

・行政手続のオンライン化 

・ＳＮＳを活用したプロモーションの推進 

・ＦＡＱシステムを活用した問い合わせ対応改革 

・窓口キャッシュレス化の推進 

・デジタルデバイド対策 

②多様な連携・協働による行政サービス体制の構築 

 【改革アクション（取り組み）】 

・包括管理業務委託の対象施設拡大 

・橋梁等維持管理包括的民間委託の導入 

・管理更新一体型包括業務委託（Ｗ－ＰＰＰ）の導入 

・地域で防災の中核を担う人材による地域での防災活動の実施 
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（５）進捗管理 

改革プランに位置付ける目的の達成に向けて、各所属が主体的に改革アクション

（取り組み）を推進します。 

実績については、年度ごとに「取組結果」としてとりまとめ、四日市市議会及び四

日市市行財政改革推進会議へそれぞれ報告します。 

報告の際にいただいた意見については、内容を踏まえ改革アクション（取り組み）

のさらなる充実につなげていきます。 

また、新たな課題や環境の変化を注視し、毎年度改革プランのローリングを実施

し、機動的に行政改革を進めます。 

なお、年度ごとのローリング内容や、「取組結果」については、市ホームページを

活用して、広く市民に公表します。 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 
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◆改革プランの策定 

◆改革プランのローリング 

◆改革アクション（取り

組み）について、各所属

で主体的に改革を実施 

◆各所属の自己評価 

◆行財政改革推進会議

及び市議会への報告 

◆改革アクションの改善 










